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           〈 公開質問状 〉 
       平成２００８年７月１９日 

財務大臣 額賀福志郎 殿 

  

日頃は大変な財政状況の中で、省庁機関や公務員の無駄遣いや、無

駄公共事業の抑制などに頑張って頂いておる事に感謝します。 

さて、下記に述べますように、公共事業らしからぬ不透明・偽装の個

別・具体の案件があり、これに来年度予算を付けることは国民の福祉に

反するのみならず、この為に新たなる災害を惹起しかねない問題である

から、以下の質問にお答え下さるよう、宜しくお願いします。 

〈 内容説明 〉 

（独）水資源機構が事業主体として計画されている「川上ダム」（三重県

伊賀市）について、事業主体自らが行った「地質調査」から、ダムサイト直

近に「破砕幅１５～２０ｍの大活断層を主体とする活断層帯が存在し、予

定貯水池の大半を通っていること」が、少なくとも平成１３年には判明して

おり、私が平成１５年より指摘し警告を行って来たにも関わらず、「嘘や隠

蔽」を繰り返して来ました。〔参照を乞う意見：淀川水系流域委員会ホー

ムページ＝一般意見ＮＯ．４８６《川上ダムは安全か》他、ＮＯ．６６１、ＮＯ．

６７６、など〕 

余りにも不誠実な対応でありましたので、淀川水系流域委員会に強く

申し入れ、平成２０年６月３日、第８０回委員会に於いて審議を行って頂

きました。〔 添付  資料―Ａ 《 第８０回委員会「川上ダム地質問題」

審議の報告》 〕 

その時の議事録もお読み下さい。〔 添付  資料―Ｂ ▅淀川水系流

域委員会 第８０回委員会（2008／06／03） 議事録 〕 

私の指摘説明の後、委員長の問いに対して、（独）水資源機構 川上

ダム建設所 及川所長はマトモに答える事が出来ませんでした。当然と

言えば当然、「我が調査で地質学的表現を用い、活断層で有ることを明

確に示している」のですから。 

以上の外にも、国土交通省、水資源機構の両者が「淀川水系河川整

備計画原案」の説明に多くの「嘘・偽装・隠蔽」を持ち込んでいる為に、こ

れまで確実性のある審議に程遠い内容になっている課題も多いのです。 

ここに於いては一部のみに止めますが、委員会に提出した意見書をお読

み下さい。〔 添付  資料―Ｃ 《 河川整備計画原案審議の根本的障

害 》 〕 

 上記の如き「計画原案」の「説明責任が果たされてもいない」状況で、委

員会の審議を一方的に打ち切るように、６月２０日、「淀川水系河川整備

計画(案)」を記者発表し、関係府県知事に送付すると言う「違法、異常な
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手続き」を執っております。河川法第１６条二項の手続きとして、誠に異常

極まる暴挙と言わねばなりません。 

      〈 質   問   事   項 〉 

１） 公共事業の事業主体が調査内容を正直に発表せず、隠蔽を続ける

事は「説明責任を果たしている」と言えるでしょうか？ 

２） 概算事業費を１，２２０億円と発表していますが、ダムサイト直近、予

定貯水池の大半を横切る「大活断層帯」が動けば、「貯水池大津

波」が起こる可能性大であります。これによるダム下流集落、鞍部東

側にある桐ヶ丘大住宅団地への被災を防止する対策は、出来るとし

ても莫大なものとなると思われますが、通常のダム耐震対策費用で

はとても済まないものになっても致し方ないと思われますか？ 

３） ダム予定地は、「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法」により、「地震防災対策推進地域」に指定されて

います。閣議決定された「地方ブロックの重点整備方針」として、「社

会資本の耐震化を進め、地震等に対する安全性を確保する。」と言

う方針を確保するには、現在概算事業費を大幅に超えても致し方な

いと思われますか？ 

４） 私の調査で、特に「伊賀用水」が「特定利水」とされているのは間違

っており、木津川自流水からの安定水利権を得られる現状が有る事

が分かっており、川上ダムから「利水目的」も消滅するものと考えて

います。〔 乞参照：淀川水系流域委員会ホームページ 一般意見 

ＮＯ．９３７、ＮＯ．９６５、ＮＯ．９７７、ＮＯ．１００７、ＮＯ．１０３２、ＮＯ．

１０５４ 〕 

   「治水目的」においても、「川上ダム高水検討」に於いて「実績雨量

の捏造、流域平均雨量の改竄」があり、これを正せばダム貯留の必

要性も消滅します。〔 乞参照：同上ホームページ ＮＯ．７０２ 〕 

   財務省として、これらを自ら検討・判断し、事業便益/費用の観点お

よび自然環境保全の考えを含め、国土交通省に対し「中止勧告」を

行われるべきと思いますが、如何でしょうか？ 

以上 

   〈 質問者 〉 

   自然愛・環境問題研究所  代表 浅野隆彦 

    

     

 

お忙しいとは思いますが、以上の質問へのご回答を８月１２日まで

にお願い致します。 
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〔 資料―Ａ 〕 
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 《 川上ダム地質問題の最大要点 》80 回委員会審議説明用 

           ２００８年６月３日 

      自然愛・環境問題研究所 

       代表 浅野 隆彦 

１）  水資源機構及び木津川上流河川事務所は『活断層が存在してい

るならば、川上ダムは建設しません。』と広言して来た。 

２）  平成１３年度「右岸鞍部地質調査業務報告書」で、活断層の存在

が示された。 

〈資料 1〉地質平面図を参照 

 断層 F1 が（イ）の所、実線で描かれているのは地表で確認された

断層を示しているのである。しかも崖錐堆積物（記号＝ｔｌ ：ページ

末に解説あり）を切っている。断層 F2 は（ロ）の所で実線、同じく崖錐

堆積物を切っている事を表している。崖錐堆積物は、最も新しい堆

積層であり、この二つの断層は「活断層」と確認できる。 

３）  断層 F1 は〈資料 ２〉の下から３行目に述べられているように、「前

述の地表で見られる断層F1は幅１５ｍ～２０ｍの破砕部本体からの 

分岐断層あるいは随伴断層と考えられる。」ので、本体の断層は破

砕幅１５～２０ｍの「大断層」（F３と仮称する）と推定される。筆者が

朱筆で推定ルートを描いて見た。「走向が北東―南西」と述べられて

いるので、既往の地質平面図に早くから指摘され、前深瀬川右岸を

走る推定断層（リニアメント）として描かれて来た「線状模様」と繋が

り一致する。 

４）  この本体断層が「活断層」で有る事は、断層 F1（活断層）との「分

岐あるいは随伴という関係」で明確である。なおかつ、破砕幅が１５

～２０ｍという大断層は、変位活動が繰り返し続いて来たからこその

存在を示すもので、「今後も変位活動を続ける活断層である」と言え

る。 

５）  この「活断層」の存在を隠さず、前深瀬川全幅に２つの測線を設定

し、ボーリング８本と弾性波探査２線の調査及び鞍部北側での「住

民公開トレンチ調査」を実施すべきである。これにより初めて、「説明

責任」が果たされる事になるが、口先だけの「否定」は本当の「説明」

ではない。 
｛崖錐堆積物の解説｝ 
 斜面物質が崩壊や落下・崩落により斜面下部に堆積し、緩傾斜地を形成したものを

言い、移動地質体を崖錐堆積物（ｔｌ）とよぶ。（日本地質学会地質基準委員会） 

 

注意：この説明文に使用している資料は全て、筆者が情報開示を受けた 

    水資源機構の公文書である。但し、判りやすいように筆者が書き 

    込みを入れているが、事実の改変は皆無である。 
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 〈 資料 １ 地質平面図及び測線配置図 〉 

 

 
 

 

 

 

1112　自然愛・環境問題研究所 浅野隆彦氏

1112－ 5／19



- 6 - 

 〈 資料 ２ 「総合解析」右岸鞍部地質調査業務 平成１３年度 〉 

P-1 
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 〈 資料 ２ 〉・・・P-２ 
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 〈 資料 ２ 〉・・・P-３ 

 

 
 

 

 

 

 

 

1112　自然愛・環境問題研究所 浅野隆彦氏

1112－ 8／19



- 9 - 

〈 資料 ３ 「地質平面図」合流部原石山試錐調査業務 平成１２年度〉 
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 〈 資料 ４  GG－４ ボーリング柱状図 合流部原石山 〉 
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〔 資料―Ｂ 〕 
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〔 資料―Ｃ 〕 
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